
 

 

― SENAC執筆要項 ― 
 

１．お寄せいただきたい投稿内容 

 サイバーサイエンスセンターでは、研究者・技術者・学生等の方々からの原稿を募集しております。 

以下の内容で募集しておりますので、皆さまのご投稿をお待ちしております。なお、一般投稿いただ

いた方には、謝礼として負担金の一部を免除いたします。 
 
・一般利用者の方々が関心をもたれる事項に関する論説 

・センターの計算機を利用して行った研究論文の概要 

・プログラミングの実例と解説  

・センターに対する意見、要望 

・利用者相互の情報交換 

 

２．執筆にあたってご注意いただく事項 

(1)原稿は横書きです。 

(2)術語以外は、「常用漢字」を用い、かなは「現代かなづかい」を用いるものとします。 

(3)学術あるいは技術に関する原稿の場合、200字～400字程度のアブストラクトをつけてください。 

(4)参考文献は通し番号を付し末尾に一括記載し、本文中の該当箇所に引用番号を記入ください。 

 ・雑誌：著者,タイトル,雑誌名,巻,号,ページ,発行年 

 ・書籍：著者,書名,ページ,発行所,発行年 

 

３．原稿の提出方法 

原稿のファイル形式は Wordを標準としますが、PDFでの提出も可能です。サイズ*は以下を参照し 

てください。ファイルは電子メールで提出してください。 

－Wordの場合－  

 ・用紙サイズ：A4 

 ・余白：上＝30mm 下＝25mm 左右＝25mm 綴じ代＝0 

 ・標準の文字数（45文字 47行）  

＜文字サイズ等の目安＞ 

 ・表題＝ゴシック体 14pt中央 ・副題＝明朝体 12pt中央 

 ・氏名＝明朝体 10.5pt中央 

 ・所属＝明朝体 10.5pt中央 

 ・本文＝明朝体 10.5pt 

 ・章・見出し番号＝ゴシック体 11pt～12pt 

  *余白サイズ、文字数、文字サイズは目安とお考えください。 

 

４．その他 

(1)執筆者には、希望により本誌（10部以内の希望部数）と本誌 PDF版を進呈します。 

 (2)一般投稿を頂いた方には謝礼として、負担金の一部を免除いたします。免除額は概ね 1ページ 

1万円を目安とします。詳細は共同利用支援係までお問い合わせください。 

 (3)投稿予定の原稿が 15ページを超す場合は共同利用支援係まで前もってご連絡ください。 

(4)初回の校正は、執筆者が行って、誤植の防止をはかるものとします。 

(5)原稿の提出先は次のとおりです。 

東北大学サイバーサイエンスセンター内 情報部情報基盤課共同利用支援係 

e-mail uketuke@cc.tohoku.ac.jp 

TEL    022-795-3406  

[Web版大規模科学計算システムニュースより] 

 大規模科学計算システムニュースに掲載された記事の一部を転載しています。 http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/tayori/ 

 

利用負担金額の表示コマンドについて (No.260) 

 

本センター大規模科学計算システムでは、利用者の利用額とプロジェクトごとに集計した負担額、

請求情報を表示するためのコマンドとして ukakin, pkakin があります。また、利用者のジャーナル

情報とプロジェクトごとに集計したジャーナル情報を CSV形式で出力するコマンド ulist, plist が

あります。これらのコマンドは、並列コンピュータ(front.cc.tohoku.ac.jp)にログインして使用し

ます。 
 

コマンド名 機  能 

ukakin 利用者ごとの利用額を各システム、月ごとに表示 

pkakin プロジェクトごとに集計した負担額、請求情報を表示 

ulist 利用者ごとのジャーナルを CSV形式で出力 

plist プロジェクトごとに集計したジャーナルを CSV形式で出力 

 

いずれも、前日までご利用いただいた金額を表示します。コマンド使用例は大規模科学計算システ

ムウェブページをご覧ください。 
 

 負担金の確認 

  http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/utilize/academic.html#負担金の確認 

                                                              (共同利用支援係) 

 

 

利用者番号（アカウント）管理の徹底について （No.261） 

 

当センターの大規模科学計算システムでは、利用に関する内規に記載された利用資格に該当し、利

用を承認された本人のみが、利用者番号（アカウント）を利用できます。利用者番号を他者へ貸与す

ることは厳しく禁止されておりますので、改めてご注意をお願いいたします。 

利用者番号を登録しても、利用しなければ負担金は発生しませんので、実際に計算機システムを利

用する方全員の利用申請を行ってください。また、不正アクセスの危険性が高まりますので、以下の

ことを行わないよう秘密鍵の管理の徹底もお願いいたします。 
 
 ・パスフレーズなしの秘密鍵の使用 

 ・秘密鍵、パスフレーズの使い回し 

 ・秘密鍵のメール添付、USBメモリやホームディレクトリに保存 
 
情報セキュリティ対策の強化のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  
 

     （共同利用支援係） 
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